
【令和６年第３回定例会 一般質問全文】

６ 中 家 正 希 議 員

１ 町政運営について

２ 人口減少対策について

１ 町政運営について

昨年に新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したことから、全国各地

で各種行事がコロナ禍前のように開催され、飲食や観光など様々な分野において

社会経済活動や日常生活が正常に戻りつつあります。

本町においても、様々なイベントが開かれ、町内外の人々の往来が活発化しつ

つあるなど、コロナ禍前の活気やにぎわいを取り戻す兆しが見られています。

一方で、輸入物価やエネルギー価格の上昇、金利の上昇、多くの業種で常態化

している労働力不足、急速に進む人口減少など、本町を取り巻く社会環境は厳し

さを増していることも確かです。

こうした中で、コロナ禍後の本町の本格的な経済再生や安全・安心な町づくり

を実践し、町勢を発展させるために実効性の高いさらなる取り組みが求められて

おり、町が抱える様々な課題に真摯に向き合い、将来を見すえた適切な対策を適

宜進めていくことが何よりも重要であります。

このような観点から、町政運営について以下のとおり質問いたします。

１、本町におけるトラウトサーモン海面養殖のこれまでの経緯と実績、今後の

計画について。また、地域の産業経済の発展に向けて地域の漁業者や水産加工業

者、流通業者と具体的にどのように連携し、どのような成果を上げていくのか。

２、町外からの企業立地は本町の産業活性化や経済発展に大きな効果をもたら

すものであり、企業誘致の推進の観点から、都市部における誘致イベントへの参

加や地方進出を検討しているＩＴ企業等への効果的なＰＲの展開が不可欠と考え

るが、その実施状況について。

３、障がい福祉施策の遂行状況と今後の計画について。また、障害を持った方

々が災害時等に避難する際の受入施設の整備状況について。

４、国は、グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）を通じた脱炭素、エネ

ルギーの安定供給、経済成長を同時に実現するための取り組みを加速させている

が、本町ではゼロカーボンシティの実現に向けてどのような取り組みを行ってい

くのか。

５、義務教育学校に関して、現時点での財源も含めた整備費の見込額及び整備

完了の時期について。また、開校に向けた教育課題の検討内容と進捗状況につい

て。

６、港湾振興や危機管理の観点から、管区海上保安本部の一部の業務の誘致や



大型貨物船の誘致による港湾の利活用促進を図るべきと考えるが、町の見解につ

いて。



【答 弁】

町 長：

１項めは、トラウトサーモン海面養殖のこれまでの経緯と実績、今後の計画、

地域の産業経済の発展に向け、漁業者や水産加工業者などと具体的な連携、成

果を上げていくのかについてであります。

トラウトサーモン海面養殖試験につきましては、令和３年２月に青森県の株

式会社オカムラ食品工業並びに日本サーモンファーム株式会社と締結した包括

的連携協定に基づき、北海道の厳冬期における海面養殖試験として、旧フェリ

ー埠頭東外防波堤の港湾内で、直径２０ｍ、深さ４ｍの生け簀１基を使用し、

令和４年１２月から開始したところであり、試験期間を令和７年１１月末まで

の３年間としたところであります。

これまで、生け簀の設置や水揚げ、自動給餌器に餌を補給する作業などにお

いて、地元漁業者や水産加工業者などとの関わりがもたれ、体制整備が図られ

てきたほか、日本サーモンファーム株式会社からは、これまで水揚げした成魚

については、札幌の市場などにおいて北海道岩内サーモンとして高評価を得て

いると伺っております。

今後の計画としては、試験期間終了後も引き続き、株式会社オカムラ食品工

業並びに日本サーモンファーム株式会社と連携しながら、当地域でふ化から中

間養殖・成魚養殖の一連の事業が実施されるよう海面養殖に加え、現在着工中

である陸上ふ化中間養殖施設については、令和８年度中の稼働を目指している

ところであります。

また、以前から日本サーモンファーム株式会社においては、生産体制のさら

なる拡大などを視野に、新たな拠点づくりを北海道に求めていると伺っており

ますので、町といたしましては、引き続き、企業誘致に向けそれぞれの観点で

の取り組みを統一的に進め、本町の水産振興につなげていきたいと考えており、

漁業者や水産加工業者などとの連携についても、これまで築き上げた関わりの

ほか、事業展開の拡大を視野に入れて、様々な可能性を探っていきたいと考え

ております。

２項めは、企業誘致推進の観点から、都市部での誘致イベントへの参加や地

方進出を検討しているＩＴ企業等へのＰＲが不可欠と考えるが、その実施状況

についてであります。

現在の企業誘致に向けた町の取り組みといたしましては、トラウトサーモン

養殖国内最大手の日本サーモンファーム株式会社の企業進出に向けた支援や連

携に取り組んでいるほか、トップセールスによる企業訪問などを通じ、今後に

おける後志自動車道共和インターチェンジの開通や多くのインバウンド客で賑

うニセコエリアとの立地的優位性、さらには、海洋深層水などの地域資源や各

種支援制度をアピールするなど、誘致に向けたＰＲ活動を中心に展開している

ところであります。

そのため、都市部での企業立地フェアなどへの参加はしていないものの、本

町で地域活性化起業人など企業連携しております東日本電信電話株式会社や、

合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍなどを通じ、ＩＴ企業に係る情報収集に努めていると

ころであります。

今後におきましても、これまでの誘致活動を通じ、本町へ高い関心を寄せる

企業もあることから、そうした企業に対しては、この地域への適性や産業振興

に資するかなどをしっかりと見極めるとともに、進出にあたっての支援や連携



に関する対話を進める中で、信頼関係を築きながら、企業の誘致実現に向け取

り組んでまいります。

３項めは、障がい福祉施策の遂行状況と今後の計画、また、障がいを持った

方々が災害時等に避難する際の受入施設の整備状況についてであります。

障がい福祉施策につきましては、３年を期間とする岩内町障害者計画及び岩

内町障害福祉計画、岩内町障害児福祉計画を策定し、進捗管理する中で、岩内

町に住むだれもが、人として尊重され、自らの生き方を選び、地域社会の一員

として、自立した生活ができることを計画の基本理念に掲げ、障がい福祉サー

ビス等の確保と提供に努めております。

また、本計画では、基本理念の実現に向けた施策の展開にあたり、地域にお

ける生活支援の充実、自立と社会参加の促進、共に支え合うまちづくりの三つ

を基本目標とし、各項目毎に、居宅介護などの訪問系サービスや、生活介護な

どの日中活動系サービス、児童発達支援等の障害児通所支援サービスなど、具

体的な施策を展開していくこととしております。

今後におきましても、計画の基本理念の下、障がいのある方が、障がいのな

い方と同様に権利が守られ、誰もが等しく、社会に参加でき、住み慣れた地域

で自立した生活を営むことができる社会の実現を目指してまいります。

次に、障がいを持った方々を含む、要配慮者が避難する避難所につきまして

は、発災当初は、一般避難者と同様の避難となりますが、その後は、避難され

る要配慮者の数や、避難スペースの状況等を鑑み、二次的に避難所を開設する

必要があると判断した場合には、法の規定に基づき、福祉避難所を開設するこ

ととしております。

この福祉避難所の指定については、必要な機能を有する町内の小中学校、岩

内高校及び保健センターの６施設に加え、町内二つの社会福祉法人と災害時に

おける福祉避難所としての利用に関する協定を締結し、非常時における、要配

慮者の安全な避難及び援護体制の確保に努めております。

また、指定した福祉避難所での受入体制に不足が生じた場合、町から北海道

に要請することにより、北海道と町内の宿泊業者が加入している、北海道ホテ

ル旅館生活衛生同業組合との協定に基づき、町内の宿泊施設の活用が可能とな

っており、町内の要配慮者が避難する際の受入体制については、一定程度整備

できているものと認識しております。

いずれにいたしましても、町としましては、避難場所の確保のみならず避難

所生活による、ストレス等に起因する災害関連死のリスクが高まらぬよう、避

難所内の正確な状況把握と、健康面・精神面の負担に留意しつつ、一般避難者

とのエリア分けを講じるなど、要配慮者に寄り添った災害対応に努めてまいり

ます。

４項めは、ゼロカーボンシティの実現に向けた町の取り組みについてであり

ます。

地球温暖化が起因とされる気候変動の影響を踏まえ、国では、２０２０年１

０月に、２０５０年カーボンニュートラル宣言、北海道においては、２０２０

年３月に、２０５０年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す、ゼロカ

ーボン北海道の実現にむけた取組がなされる中、本町においても、本年６月に、

地域脱炭素を実現するための指針となる岩内町ゼロカーボンビジョンを策定し、

２０５０年二酸化炭素排出量実質ゼロに向け、ゼロカーボンシティ宣言を表明

いたしました。



本ビジョンでは、４つの基本方針を掲げ、この基本方針に基づく、５つの重

点施策を推進することで、基本理念である、人と自然にやさしい安心して暮ら

せる持続可能なゼロカーボンシティの実現を目指すこととしております。

また、二酸化炭素の排出量を削減するには、町の取組だけではなく、事業者

や町民皆様の協力が必要不可欠であることから、ゼロカーボンに関する周知や

理解促進を図るため、経済産業省資源エネルギー庁や北海道経済産業局、北海

道経済部をはじめ、各企業の協力を頂き、８月２４日に、いわないゼロカーボ

ンフェスタ２０２４を開催し、啓蒙活動を行ったところであります。

今後におきましても、本町のゼロカーボンビジョンの重点施策である、再生

可能エネルギーの最大導入や地産地消型エネルギーシステムの構築、快適性を

損なわない省エネ型ライフスタイルの構築、ゼロカーボンを軸としたまちづく

り、豊かな自然環境との共生で掲げた、具体的な対策を推進・進行管理し、適

宜、事業者や町民の皆様と連携しながら、見直しを行うなど、ゼロカーボンシ

ティの実現に向けた取組を進めてまいります。

６項めは、管区海上保安部の一部業務の誘致や、大型貨物船の誘致による港

湾の利活用促進についてであります。

はじめに、第一管区海上保安部の一部業務の誘致についてでありますが、海

上保安庁の組織である第一管区海上保安部は、北海道沿岸を担当水域として、

８保安部にて構成されており、日本海石狩後志地区の沿岸を、小樽海上保安部

が管轄しております。

第一管区海上保安部では、海上保安署及び分室などの出先機関の新たな開設

については、昨今の厳しい行財政事情により、非常に厳しいとのことでありま

すが、日常における海上警備や港湾テロ対策など、１年を通して巡視船による

岩内港への寄港や停泊により、岸壁繋船や船舶給水を含めた港湾施設の利用が

継続されるものと考えております。

次に、大型貨物船の誘致についてでありますが、利用が想定される商港区内

の中央埠頭や新港東埠頭の岸壁において、現在、北海道新幹線、後志自動車道

の整備や、泊原子力発電所の防潮堤建設工事に利用するコンクリートの原材料

となる砕石等の搬入が頻繁に行われており、順調に港湾施設の利用が図られて

います。

今後も、後志自動車道が共和インターチェンジまで完成した際には、札幌圏

への陸路輸送の優位性も発揮されることから、大型貨物船の利用が見込まれて

おり、輸送業をはじめとする地元関連企業からは、大きな期待が寄せられてい

ます。

いずれにいたしましても、今後の町における港湾の利活用促進におきまして

は、人流・物流に加え海洋深層水の利用促進も同時に見込める企業の誘致、更

には、本年７月２９日に設置された洋上風力の、北海道岩宇・南後志地区沖に

おける協議会の進捗により、促進区域に選定された場合の本港の地理的優位性

から、将来的には洋上風力発電施設の建設補完港やオペレーション・アンド・

メンテナンス港としての利用が十分に見込まれることを踏まえ、ポートセール

スを進めて参ります。



【答 弁】

教 育 長：

５項めは、義務教育学校に関して、現時点での財源を含めた整備費の見込額

及び整備完了の時期と、開校に向けた教育課題の検討内容と進捗状況について

であります。

はじめに、現時点での整備費につきましては、建設工事費のほか、実施設計

及び各種調査業務などを含めた、令和４年度から７年度までの決算額及び見込

額による総事業費となりますが、約６８億円と試算しているところであり、こ

の財源内訳につきましては、国庫補助金が約２８億円、地方債が約３７億円、

一般財源が約３億円と見込んでおります。

総事業費の約６８億円につきましては、ここ数年の急激な労務単価及び資材

価格の高騰による影響を受け、令和５年度工事着工時からの比較において、約

７億円の増額となっておりますが、一方、国庫補助金につきましては、この間、

補助単価の増額や、建築物のエネルギー消費性能基準である、ＺＥＢ化導入に

伴う、補助単価の加算も加わるなど、約１０億円が増額されたところでありま

す。

整備完了の時期につきましては、建設工事の最終工期が令和８年１月１６日

となっており、その後、４月の開校までの期間、各種備品の設置をはじめ、移

転作業などを計画しているところであり、事業全体が円滑に進むよう努めてま

いります。

いずれにいたしましても、建設工事等につきましては、物価高騰をはじめ、

今年度に入ってから判明いたしました、旧岩内中央小学校の施工不良工事に伴

う対応として想定される追加工事など、建設事業費及び工事スケジュールに、

大きく影響を及ぼす課題を有しているところでありますが、学校施設の安全性

の確保を最優先としつつ、令和８年度開校に支障が生じないよう、その対応策

については、関係部局と引き続き協議をおこなってまいります。

つぎに、開校に向けた教育課題の検討内容と進捗状況についてであります。

昨年度、策定した岩内中央学園における、グランドデザインにおいては、義

務教育学校の特徴を活かし、９年間の学年区分に応じた１８スキルの設定をは

じめ、教育課題に対応すべく、多様なニーズ・価値に合わせた、岩内中央学園

における８つの特色ある取り組みを明記するなど、大枠となる学校経営方針を

定めてまいりました。

令和６年度においては、より具体的な指針となる、学校経営計画の作成を進

めているところであり、子どもたちが、つまづくことなく、スムーズに開校を

迎えられるよう、開校前年度となる令和７年度において、岩内中央学園の学校

経営計画に基づいた学校運営を各小中学校で展開していく予定であります。

なお、これらの検討にあたりましては、令和６年度より新たに設置した、町

立小中学校の全教職員で構成される、検討委員会が大きな役割を担っていると

ころでもあり、今後も検討委員会での協議を重ねるとともに、ＰＴＡや学校運

営協議会委員、幼稚園・保育所の保護者、さらには一般公募委員らで構成され

る、新たな学校整備に向けた開校準備委員会を中心に、学校と地域が一体とな

った検討を進めて参ります。



２ 人口減少対策について

日本の総人口が減少する中、本町においては人口の減少が避けられない状況と

考えられますが、急速な人口減少と少子高齢化は、地域経済の縮小や地域の活力

低下を引き起こすとともに、地域を支える人材の不足により、安全・安心で、健

やかなまちづくりの基盤をおびやかすおそれがあります。

本町の将来を担う人材を大切に育むとともに、若年層の流出を食い止め、町外

から訪れ、生活の場として選んでいただける人々が増えるよう、魅力あふれる仕

事を創出し、活気にあふれ、賑わいのある町にしていかなければなりません。

人口減少対策は、効果が現れるまでにある程度の時間を要すると考えられるた

め、速やかに効果的な取り組みをスピード感を持って着実に推進していく必要が

あります。

特に、移住・定住の促進、子供・教育への支援、仕事の創出に重点を置いた対

策が重要であり、若者をはじめとする多くの方々に選ばれる町の実現に向けて一

層尽力していくことが求められております。

このような観点に加え、令和２年３月に策定された第２期岩内町人口ビジョン

・総合戦略をもとにしながら、人口減少対策について以下のとおり質問いたしま

す。

１、本町の人口の過去３年間の推移について。

２、日本の出生数・出生率の直近の状況及び本町の過去３年間の出生数の推移、

また直近の出生率について。

３、本町の２０４０年及び２０６０年の目標人口の達成の見込みについて。

４、本町の２０３０年及び２０４０年の目標出生率の達成の見込みについて。

５、総合戦略における最重要業績評価指標（ＫＧＩ）の社会移動（転入者数－

転出者数）と出生数に関して、令和６年度の目標達成の見込みについて。

また、重要業績評価指標（ＫＰＩ）の項目として、一人当たりの課税対象所得、

女性（２５～３４歳）の紹介就職者数、転入者数、ふるさと納税の寄附件数、企

業版ふるさと納税の寄附件数、１５歳未満人口、婚姻件数、観光入込客数、健康

寿命の延伸があるが、それぞれについて令和６年度の目標達成の見込みについて。

また、それぞれの項目について計画期間内のＰＤＣＡサイクルによりどのように

評価・検証・改善してきたのか、その具体的な内容について。

６、移住・定住の促進、子供・教育への支援、仕事の創出に重点を置いた対策

の実施状況と今後の展望について。



【答 弁】

町 長：

１項めは、本町の人口の過去３年間の推移についてであります。

それぞれ３月末時点の人口でお答えしますが、令和３年度が１万１千５２７

人、令和４年度が１万１千２２２人、令和５年度が１万９８６人であります。

２項めは、日本の出生数と出生率の直近の状況及び本町の過去３年間の出生

数の推移、また直近の出生率についてであります。

日本の出生数及び出生率につきましては、令和５年において出生数が７２万

７千２７７人で、出生率は１．２０であります。

また、本町の過去３年間の出生数につきましては、令和３年度が５６人、令

和４年度が５４人、令和５年度が３８人となっており、直近の出生率の推移に

つきましては、２００８年から２０１２年で、１．５９、２０１３年から２０

１７年で１．５７、２０１８年から２０２２年で１．３８となっております。

３項めは、目標人口の達成見込みについてであります。

令和２年度の数値について、当初推計値を国勢調査人口の実績値に置き換え、

目標出生率に向けた上昇及び２０４０年に流出入が均衡するものとして、将来

人口を改めて推計したところ、２０４０年では目標人口である９千９２０人に

対して、推計人口は９千４０１人で、９５％の達成率、また、２０６０年では、

目標人口である８千５０人に対して、推計人口は７千５４６人で、９４％の達

成率と見込んでおり、目標人口には達しない推計結果となりましたが、登載事

業を積極的かつ確実に実施していくことが本町の活性化に繋がるものと考えて

おり、引き続き、着実な事業の実施に努めて参ります。

４項めは、目標出生率の達成見込みについてであります。

本町の目標出生率につきましては、第２期人口ビジョンにおいて、北海道の

推計値を適用し、２０３０年は１．８０、また、２０４０年は２．０７と設定

しているところであります。

対して、本町の出生率は、２００８年から２０１２年で、１．５９、２０１

３年から２０１７年で１．５７、２０１８年から２０２２年で１．３８と減少

傾向となっていることから、目標達成は難しい状況でありますが、登載事業を

積極的かつ着実に実施していくことが本町の活性化に繋がるものと考えており、

引き続き、着実な事業の実施に努めて参ります。

５項めは、最重要業績評価指標及び重要業績評価指標の目標達成の見込みに

ついてと、ＰＤＣＡサイクルにより、どのように評価・検証・改善したのかに

ついてであります。

総合戦略における最重要業績評価指標の２つの項目につきましては、社会移

動は、令和４年度の数値がマイナス１６３人で、目標設定時点のマイナス１４

９人と比較すると減少傾向であり、令和６年度時点での目標数値であるマイナ

ス１１４人の達成は難しい状況であります。

また、出生数は、令和４年度の数値が５４人で、目標設定時点の６８人と比

較すると減少傾向であり、令和６年度時点での目標数値である５５人の達成は

出生率同様、厳しい状況であることから、登載事業全体のより一層の推進を図

って参ります。

次に、重要業績評価指標の目標達成の見込みにつきまして、一人あたりの課

税対象所得は、令和４年度の数値が２９６万５千円であり、目標設定時点の２

７０万９千円と比較すると増加傾向であり、令和６年度時点での目標数値であ



る２８７万４千円をおおむね達成できる見込みであります。

次に、女性、２５歳～３４歳の紹介就職者数は、令和４年度の数値が５０人

で、目標設定時点の４０人と比較すると増加傾向であり、令和６年度時点での

目標数値である５０人をおおむね達成できる見込みであります。

次に、転入者数は、令和４年度の数値が３８３人で、目標設定時点の３８０

人と比較すると横ばい傾向であり、直近年度における数値の推移から見ると令

和６年度時点での目標数値である４１５人の達成は厳しい状況でありますので、

移住定住施策のより一層の推進を図って参ります。

次に、ふるさと納税の寄附件数は、令和４年度の数値が６千９６７件で、目

標設定時点の３千６２４件と比較すると増加傾向であり、令和６年度時点での

目標数値である８千件をおおむね達成できる見込みであります。

次に、企業版ふるさと納税の寄附件数は、令和４年度の数値が８件であり、

目標設定時点の０件と比較すると、増加傾向であり、令和６年度時点での目標

数値である１０件をおおむね達成できる見込みであります。

次に、１５歳未満人口は、令和４年度の数値が９７２人で、目標設定時点の

１千１８９人と比較すると減少傾向であり、令和６年度時点での目標数値であ

る１千２３２人の達成は難しい状況でありますので、妊娠・出産・子育ての支

援や、経済的負担の軽減に関する各種施策のより一層の推進を図って参ります。

次に、婚姻件数は、令和４年度の数値が３９件で、目標設定時点の５０件と

比較すると減少傾向であり、令和６年度時点での５５件の達成は難しい状況で

ありますので、ワークライフバランスの促進や、若者の交流・結婚活動に対す

る支援に関する各種施策のより一層の推進を図って参ります。

次に、観光入込客数は、令和４年度の数値が３０万６千１５８人で、目標設

定時点の３７万６千６００人と比較すると、コロナ禍の影響もあり、減少傾向

となっており、令和６年度時点での目標数値である５０万人の達成は難しい状

況でありますので、地域資源を活かした個性あふれる地域の形成に関する各種

施策のより一層の推進を図って参ります。

最後に、健康寿命の延伸は、令和４年度の数値が男性７７．５歳、女性８１．

１歳で、目標設定時点の男性７７．５歳、女性８０．３歳と比較すると、横ば

い傾向であり、直近年度における数値の推移から見ると令和６年度時点での目

標数値である男性７８．４歳、女性８１．２歳の達成は厳しい状況であります

ので、医療・介護・生活支援・介護予防等の機能の確保に関する各種施策のよ

り一層の推進を図って参ります。

次に、各項目において、ＰＤＣＡサイクルによりどのように評価・検証・改

善したのかについてでありますが、毎年実施している進捗状況調査において、

各ＫＰＩの進捗管理や各施策におけるこれまでの具体的な実施内容について、

内部評価を行い、これらの結果については、岩内町まち・ひと・しごと創生総

合戦略推進委員会に、進捗状況を報告し、検証をいただいているところであり

ます。

６項めは、移住・定住の促進、子ども・教育への支援、仕事の創出に重点を

置いた対策の実施状況と今後の展望についてであります。

移住・定住の促進につきましては、つながりを築き、新しい人の流れをつく

ることを目指し、地域おこし協力隊員配置事業を活用して、移住定住コーディ

ネーターを配置し、これまで移住相談窓口として、幅広く町の情報発信等を行

ってきたほか、東京で開催されている移住フェアへの参加や、町の仕事を紹介



するための情報冊子の作成などを実施してきたところであります。

子ども・教育への支援につきましては、結婚・出産・子育ての希望をかなえ

ることを目指し、令和５年度には、地域子育て支援センターを併設したいわな

い東保育所を開設し、新たな子育て支援拠点施設の充実を図ってきたほか、令

和８年４月の開校を目指し、岩内中央学園の建設も進めてきており、時代を担

う子どもたちがこの町で健やかに生まれ、育てられる環境づくりを進めており

ます。

仕事の創出につきましては、地域の特性を活かした、生産性が高く、稼ぐ地

域の実現を目指し、歴史的地域素材活用研究事業において、地元産ホップ等の

試験栽培を実施してきたほか、新たな増養殖企業化検討実証試験事業において

は、トラウトサーモンの海面養殖試験の実施や、陸上におけるふ化・中間育成

の実施に向けた施設整備を実施しているところであります。

これらの事業につきましては、いずれも第２期岩内町総合戦略に登載され、

毎年度効果検証が図られているところであり、今後におきましても、検証結果

を踏まえ、より効果的な事業の構築に努めてまいります。


